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国立大学法人愛知教育大学事業報告書

「国立大学法人愛知教育大学の概略」

１．目標

① 愛知教育大学は，学術の中心として，深く専門の学芸を教授研究するとともに，幅
広く深い教養及び総合的な判断力を培い，豊かな人間性を涵養する学問の府として，
日本国憲法，教育基本法，ユネスコの高等教育に関する宣言等の理念を踏まえ，教育
研究活動を通して世界の平和と人類の福祉及び文化と学術の発展に努める。

② 愛知教育大学は，平和で豊かな世界の実現に寄与しうる人間の教育をめざす。
③ 学部教育においては教養教育を重視し，教員養成諸課程では多様な教員養成プログ
ラムを通して，平和な未来を築く子ども達の教育を担う優れた教員の養成をめざし，
学芸諸課程では，社会の発展と文化の継承及び創造に貢献できる広い教養と深い専門
的能力を持った多様な社会人の育成をめざす。

④ 大学院教育においては学部教育を基礎に，学校教育に求められるさらに高度な能力
を有する教員の養成をめざすとともに，諸科学の専門分野及び教育実践分野における
理論と応用能力を備えた教育の専門家の育成をめざす。また，大学院を教師の再教育
の場としても位置付け，教師教育の質的向上を図る。

， ， ， ， ， ， ， ，⑤ 愛知教育大学は 教育諸科学をはじめ 人文 社会 自然 芸術 保健体育 家政
技術分野の諸科学及び教育実践分野において，科学的で創造性に富む優れた研究成果
を生み出し，学術や文化の創造と教育の発展に貢献する。

２．業務

① 教員養成４課程においては、実践的指導力と教科の専門性を育成するために，１年
生から４年生までの教育実習の充実、教養科目と専門科目の体系化を目指したカリキ
ュラム改善への取り組み。

② 学芸４課程では，教養科目と各課程の専門科目の体系化を目指したカリキュラム改
善への取り組み。

③ 大学院課程では，小学校教員免許取得コースを設けて，さまざまな履歴を有する院
生の小学校教員養成への取り組み。

④ 刈谷市と連携の覚書を交わすなど，大学に隣接する諸地域との連携による教育分野
への積極的な貢献（高校訪問プロジェクト他 。）

， （ ）⑤ 全構成員が改善のための学内情報を共有し交換するために 全学会議 学生を含む
や教職員会議等を新たに立ち上げた。

３．事業所等の所在地

愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢１

４．資本金の状況

４３，６９３，９１２，６０９円（全額 政府出資）
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５．役員の状況
役員の定数は，国立大学法人法第１０条により，学長１人，理事４人，監事２人。任期

は国立大学法人法第１５条の規定及び国立大学法人愛知教育大学役員規程の定めるところ
による。

役職 氏名 就任年月日 主な経歴

学長 田原賢一 平成 年 月 日 昭和 年 月16 4 1 56 4
～平成 年 月 日 愛知教育大学教育学部教授17 6 30
平成 年 月 日 平成 年 月17 7 1 4 4
～平成 年 月 日 愛知教育大学学部主事20 3 31

平成 年 月10 12
愛知教育大学学部主事

平成 年 月13 7
愛知教育大学長

理事 松田正久 平成 年 月 日 平成 年 月16 4 1 3 4
～平成 年 月 日 愛知教育大学教育学部教授17 6 30
平成 年 月 日 平成 年 月17 7 1 14 4
～平成 年 月 日 愛知教育大学学長補佐20 3 31

理事 多鹿秀継 平成 年 月 日 平成 年 月16 4 1 7 4
～平成 年 月 日 愛知教育大学教育学部教授17 6 30

平成 年 月11 4
愛知教育大学情報処理センター長

理事 鈴木眞雄 平成 年 月 日 平成 年 月17 7 1 2 4
～平成 年 月 日 愛知教育大学教育学部教授20 3 31

平成 年 月12 4
愛知教育大学教育学部主事

理事 横山信幸 平成 年 月 日 昭和 年 月16 4 1 63 4
～平成 年 月 日 愛知教育大学教育学部教授17 4 26

平成 年 月8 4
愛知教育大学附属名古屋中学校長

平成 年 月13 4
愛知教育大学附属学校部長

平成 年 月15 4
愛知教育大学附属図書館長

理事 細江保司 平成 年 月 日 平成 年 月17 7 1 13 4
～平成 年 月 日 （独）若狭湾少年自然の家所長18 3 31

平成 年 月15 4
愛知教育大学事務局長

理事 梶田正巳 平成 年 月 日 昭和 年 月16 4 1 63 4
非常勤 ～平成 年 月 日 名古屋大学教育学部教授（ ） 17 6 30

平成 年 月10 4
名古屋大学教育学部長

平成 年 月12 4
名古屋大学高等教育研究センター長
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役職 氏名 就任年月日 主な経歴

理事 安藤公明 平成 年 月 日 平成 年 月17 7 1 2 4
非常勤 ～平成 年 月 日 足助町立大見小学校校長（ ） 20 3 31

平成 年 月6 4
愛知県教育委員会東三河教育事務所
次長

平成 年 月8 4
足助町立足助中学校校長

平成 年 月13 4
愛知県小中学校校長会会長

平成 年 月16 4
財団法人愛知県学校給食会常務理事

監事 遠藤司郎 平成 年 月 日 平成 年 月16 4 1 7 6
非常勤 ～平成 年 月 日 株式会社豊田自動織機常務取締役（ ） 18 3 31

平成 年 月11 6
株式会社豊田自動織機専務取締役

平成 年 月17 6
株式会社豊田自動織機取締役副社長

監事 長谷川新一 平成 年 月 日 平成元年 月16 4 1 8
非常勤 ～平成 年 月 日 旧監査法人伊東会計事務所（代表社（ ） 17 12 22

員）副所長
平成 年 月6 8
旧監査法人伊東会計事務所（代表社
員）所長

平成 年 月13 1
中央青山監査法人（旧監査法人伊東
会計事務所）代表社員

平成 年 月14 9
中央青山監査法人代表社員退任

平成 年 月15 1
公認会計士長谷川新一事務所開業登
録

監事 平松義夫 平成 年 月 日 平成 年 月18 2 1 7 2
非常勤 ～平成 年 月 日 旧監査法人伊東会計事務所代表社員（ ） 18 3 31

平成 年 月14 6
中央青山監査法人（旧監査法人伊東
会計事務所）退任

平成 年 月14 7
平松公認会計士事務所設立
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６．職員の状況

教員数 ２６９人（附属学校教員は別に１８４人）
職員数 １５１人

７．学部等の構成

学 部：教育学部
大 学 院：教育学研究科

８．学生の状況

学 部 ３，８０７人（ ８人）
研究科 ３５１人（４８人）
※ （ ）内は留学生人数で内数

９．設立の根拠となる法律名

国立大学法人法（平成１５年７月１６日法律第１１２号）

１０．主務大臣

文部科学大臣

１１．沿革

本学は，明治６年設立の愛知県養成学校以来１３０年余の歴史を有し，有為な教員の
養成を行ってきた伝統ある愛知第一師範学校，愛知第二師範学校及び愛知青年師範学校
を包括し，昭和２４年５月新学制制度の発足に伴い，愛知学芸大学として設置され，昭
和４１年に愛知教育大学に改称した。国立大学法人法施行により平成１６年４月から国
立大学法人愛知教育大学となった。
本学目的達成のための教育組織として，初等教育教員養成課程，中等教育教員養成課

程，障害児教育教員養成課程及び養護教諭養成課程の教員養成４課程と学校教育のみな
らず，広く教育に関わる諸課題に対応できるよう，国際理解教育課程，生涯教育課程，
情報教育課程及び環境教育課程の学芸４課程が設置されている。
また，専攻分野における研究能力養成のため，大学院研究科修士課程及び専攻科が設

置されている。
これら教員養成の教育実践の場として小学校，中学校，高等学校，養護学校及び幼稚

園が附設されている。
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１２．経営協議会・教育研究評議会
○経営協議会（国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関）

氏 名 現 職

田 原 賢 一 愛知教育大学長

松 田 正 久 愛知教育大学理事（学術総務担当）

多 鹿 秀 継 愛知教育大学理事（教務企画担当 （～ ）） H17.6.30

鈴 木 眞 雄 愛知教育大学理事（教務企画担当 （ ～）） H17.7.1

横 山 信 幸 愛知教育大学理事（学生支援担当 （～ ）） H17.4.26

細 江 保 司 愛知教育大学理事（学生支援担当 （ ～）） H17.7.1
愛知教育大学事務局長

梶 田 正 巳 愛知教育大学理事（社会連携担当 （～ ）） H17.6.30

安 藤 公 明 愛知教育大学理事（社会連携担当 （ ～）） H17.7.1

野 田 満智子 愛知教育大学学長補佐（創造科学系）

伊 藤 敏 雄 愛知県教育委員会教育長

近 藤 博 司 刈谷市教育委員会教育長

榊 達 雄 名古屋芸術大学教授

白 井 文 吾 株式会社中日新聞社代表取締役会長

仲 井 豊 愛知教育大学同窓会会長

松 原 武 久 名古屋市長

森 德 夫 愛知県副知事

○教育研究評議会（国立大学法人の教育研究に関する重要事項を審議する機関）

氏 名 現 職

田 原 賢 一 学 長

松 田 正 久 理事(学術総務担当）

多 鹿 秀 継 理事 (教務企画担当)（～ ）H17.6.30
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氏 名 現 職

鈴 木 眞 雄 理事（教務企画担当 （ ～）） H17.7.1

横 山 信 幸 理事 (学生支援担当)（～ ）H17.4.26

細 江 保 司 理事（学生支援担当 （ ～）） H17.7.1
事務局長

梶 田 正 巳 理事 (社会連携担当)（～ ）H17.6.30

安 藤 公 明 理事（社会連携担当 （ ～）） H17.7.1

池 田 勝 昭 学長補佐(教育科学系)

岩 崎 公 弥 学長補佐 (人文社会科学系)

金 光 三 男 学長補佐 (自然科学系)

野 田 満智子 学長補佐 (創造科学系)

米 田 吉 孝 附属図書館長

藤 江 充 附属学校部長

折 出 健 二 学校教育講座教員

竹 内 謙 彰 学校教育講座教員

恒 次 欽 也 障害児教育講座教員

野 田 敦 敬 生活科教育講座教員

村 岡 眞 澄 幼児教育講座教員

渡 邊 貢 次 養護教育講座教員

岸 良 範 教育臨床学講座教員

生 島 博 之 教育実践総合センター教員

安 藤 重 和 国語教育講座教員

高 瀬 正 一 国語教育講座教員

中 村 正 廣 外国語教育講座教員

南 守 夫 外国語教育講座教員
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氏 名 現 職

渡 邊 和 靖 社会科教育講座教員

見 崎 恵 子 社会科教育講座教員

梅 下 隆 芳 地域社会システム講座教員

田 村 建 一 日本語教育講座教員

渡 邊 治 数学教育講座教員

佐々木 徹 郎 数学教育講座教員

小 川 秀 夫 情報教育講座教員

佐々木 守 寿 情報教育講座教員

太 田 忠 之 理科教育講座教員

澤 武 文 理科教育講座教員

吉 田 淳 理科教育講座教員

羽 渕 脩 躬 理科教育講座教員

隈 本 浩 明 音楽教育講座教員

宇 納 一 公 美術教育講座教員

浅 野 和 生 美術教育講座教員（～ ）H17.11.8

中 島 晴 美 美術教育講座教員（ ～）H17.11.9

松 井 利 幸 保健体育講座教員

吉 田 正 保健体育講座教員

清 水 秀 己 技術教育講座教員

小 川 正 光 家政教育講座教員

村 松 常 司 保健管理センター長
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「事 業 の 実 施 状 況」

Ⅰ．大学の教育研究と質の向上
１．教育に関する実施状況

（１）教育の成果に関する実施状況

① 学生からの「授業改善のための調査」及び一年生を対象とした「生活と学びのため
の調査」を実施し，その結果を整理・分析し，改善方策等をＦＤにおいて全学の教職
員に提示した。少人数教育については，授業運営等の効率化も含めて検討を進めてい
る。

② 市民参画型教員養成の試み一つとして 「総合演習」において新しい内容・新しい，
担当方式を新たに加えた。なお，市民参画型の授業は，本学の教員が主体的役割を担
い，地域社会を母体とする教育に関する諸機関も担うものである。

③ 学芸４課程を現代学芸課程に改組することになり，その教育課程の検討において現
行の課程内共通科目は廃止するため，教養科目との連携等を検討することは不要とな
った。

④ 教育科学と「教科学」の連携のため 「教科学」の研究プロジェクトを立ち上げる，
ために準備を進めている。

⑤ 単位の実質化を図るため，授業時間外学修の充実の必要性を確認した上で，教育目
標に対応した教育内容に配慮しながら，演習科目２単位化の選択的導入，実験・実習
・実技科目の授業時間数の見直し，週２回授業の導入，１クラス当たり受講学生数の
弾力化，キャップ制の見直しを平成１８年３月１７日開催の教授会に提案した。

， 。⑥ 教員養成４課程への振替による 平成１８年度年度入学定員の見直しを実施した
また，平成１９年度から現代学芸課程として改組することについて学内合意を得て，
新課程を設置するための具体化作業に着手した。

志願者の現状を踏まえ，維持継続することとし，専修免許状が１年で取得で⑦

きる利点を活かし今後は，大学院への再編も含めた検討をしていくこととし
た。

⑧ 大学院課程において，諸専攻・領域における教育研究の一層の充実，各専攻の学生
定員の見直しを行い，定員充足率の向上を目指すことについては，大学改革推進委員
会及び教務企画委員会において検討を進めることにしている。

⑨ 愛知県内すべての四年制大学が加盟する愛知学長懇話会において「単位互換に関す
る包括協定」が締結されており，本学から，今後の愛知学長懇話会に大学院の単位互
換の制度，システムについて提案及び協力要請をしていく。

⑩ 夜間大学院等を通した現職教員の知識・技能の向上に寄与してきた。また，教職大
学院の設置検討を重ね，設置準備委員会を設置した。

⑪ 電子メール及び電子掲示板を使用して，外国人留学生に必要な情報と質問等の情報
， 。 ，提供を行い 外国人留学生の教育研究の支援を行える体制を整備した 外国人留学生

国際交流委員会委員及び事務担当者のメーリングリストを作成し，メールアドレスを
登録した者の誰からも電子メール，電子掲示板を使用できるようにし，外国人留学生
に対する支援の充実を図った。

⑫ 学校経営分野を持つ教職大学院の設置を検討し，素案を教授会に提案し，教育委員
会と検討を進めることとした。

⑬ 大学院博士課程の新設については，大学院（博士課程）設置構想検討専門委員会を
設け，検討を行うこととした。
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（２）教育内容等に関する目標

① 編入学に関する規程を見直し，平成１８年度から養護教諭養成課程において３年次
編入学生を募集した結果，３名の合格者があった。
「 」 ， ，② 授業改善のための調査 に 本授業の教育目標の達成度についての問いを設定し
学生からの検証を行うと共に，各担当教員に自己評価書の作成を求め，授業の教育目
標及びその達成度について検証を行った。シラバス記載の際に，各授業の教育目標を
学生に理解できるよう設定するよう要請した。

③ 「愛知教育大学における平和・人権・障害者のための教育の充実・推進プロジェク
ト」を立ち上げ，本学の重点教育研究費の配分を受け，附属学校園を含めて本学全体
の平和・人権・障害者のための教育の現状把握と充実のために，アンケート調査や映
画会・講演会等の活動を行った。また，平和・人権・障害者教育のための優れた映像
資料の収集を行った。さらに，特別支援教育に関しては，教員養成課程学生を対象と
した「特別支援教育入門(仮称)」を平成１９年度から開設する方向で検討を進めた。
ジェンダーに関しては，平成１６年度に重点教育研究のプロジェクトチームをつく
， ，り 大学の教育課程においてどのようにジェンダーの教育を充実する必要があるのか
国内外の大学の取組状況を調査し，検討を重ねてきた。検討の結果，本学における全
ての授業にジェンダーの視点を導入することが必要だと考え 「教育課程にジェンダ，
ー視点を位置づけるための改善に関する提言書」を学長あてに提出した。この提言を
受け，平成１９年度から共通科目に人権・ジェンダーに関する新科目を開設すること
とした。提言書は，共通科目以外の科目や，教育実習・介護等体験のあり方，検討委
員会や研究機関の設立など多方面にわたる抜本的な改革を求めるものであり，引き続
き具体化していくための方策を検討中である。またプロジェクトチームによる国内外
の調査結果については，平成１８年３月に報告書を作成し関連機関に冊子を配布する
とともに，調査結果をＷｅｂ上で公表した。

④ 「授業改善のための調査」から自己学習に割く時間が少ないという調査結果であっ
た。教員から提出された自己評価書を点検し，学生の授業外学習時間を確保するため
の方策をＦＤにおいて提案した。授業評価アンケート実施とそれを踏まえた教員の自
己評価書によって，若干ではあるが自己学習時間の向上が図られた。
学生の自己学習や授業参加促進のために設置予定の システムの試行的実e-Learning

施として，複数の授業で や を用いて学生による授業時間外学習の支援をLMS CMS
行っている。
「生活と学びのための調査」支援アンケートを通して，学生の相互教育の実態を把

握するとともに，自主学習が促進されるための異学年集団・同学年相互の集団の形成
について検討した。
学生参加型等の多様な授業形態の追究については，模索中。

⑤ 授業改善のための教員の自己評価書から教育方法の改善に取り組んでいる事例を検
証し，ＦＤで情報提供した。

⑥ 授業改善のためのアンケートに，本授業の教育目標の達成度についての問いを設定
し，学生からの検証を行うと共に，各担当教員に自己評価書の作成を求め，授業の教
育目標及びその達成度について検証を行った。シラバス記載の際に，各授業の教育目
標を設定するよう指導した。

⑦ 教育の質の保証とキャップ制の緩和問題の議論と併せて 「厳格な成績評価 「教育， 」
の国際的通用性」を促進する上でも，検討する必要があり，ＧＰＡ制度の導入に向け
て，今後も検討を進めている。

⑧ 愛知県内の大学・短期大学で，愛知学長懇話会が組織されており，この懇話会の下
に教育交流・連携事業として県内の他大学との単位互換履修制度がある。
平成１７年度には５人の本学学生が６大学へ出向いて７つの授業を履修しているほ
か，本学では５大学７人の学生が１１の授業を履修した。

，⑨ 平成１６年度計画の発展の形で入学者の拡大を図るためのＰＲ活動の一環として,
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大学院説明会を開催した結果，１２０人の参加があった。
⑩ 平成１８年度大学院外国人学生特別選抜募集要項から英文併記し，ホームページに
も掲載した。

⑪ 昨年度はシラバスを試行的にオンライン化した。平成１８年度から本格的にシラバ
ス作成要領に基づき，シラバスの作成を全教員に依頼した。作成項目は，授業目標・
授業概要・文献・評価方法等である。

⑫ 本学とサテライト，及び附属学校との間でのマルチメディアを利用した授業は，皆
無であった。このメディアの使用については，大学院担当教員に使用を呼びかけてい
るが，システムの使いやすさに問題もあり，手軽に使用できるシステムの技術開発が
求められる。

⑬ 愛知県内すべての四年制大学が加盟する愛知学長懇話会において「単位互換に関す
る包括協定」が締結されており，本学から，今後の愛知学長懇話会に大学院の単位互
換の制度，システムについて提案及び協力要請をしていく。

（３）教育の実施体制等に関する目標

① 小学校英語教育及び情報化対応教育関連の「選修 「専攻」を平成１９年度から設」，
置する構想と併せて，教育責任体制の整備方針を策定した。さらに，教員養成４課程
の教育課程の一部見直しを行った。

② 「現代学芸課程」を平成１９年度から設置する構想と併せて，教育責任体制（課程
担当教員の特定）の整備方針を策定した。

③ 夜間大学院においては，夜１限目を全学開放授業，夜２限目は，専門の授業と分け
ていること及びサテライトの講義については大学からの移動時間を考慮して教員の分
業体制を図っている。

④ 図書館での教育の実施体制
・ 不審者に対しセキュリティの強化を図るため，館内見回りの実施，閲覧机目
隠しボード設置，一部階段の閉鎖，貼り紙による注意喚起を実施した。
・ 新書，文庫本を体系的に購入を行った。
・ 携帯ＯＰＡＣサービス導入により携帯電話からの蔵書検索が容易にできるよ
うにした。
・ 利用者サービスを図るため，展示会｢環境についての教科書・絵本展｣を実施
した。
・ 書架が満載のため，図書館資料の書架整理を順次行う。
・ 図書館資料充実のため各種図書館規程を整備する。
・ 図書館システムのカスタマイズにより配架図書の受入から貸出までの期間の
短縮を図った。
・ ＩＬＬシステムによる海外への複写受付・依頼サービスを行う。

⑤ 第一共通棟の耐震工事と併せて内装改修時にＯＡ対応の教室を改修前の５教室から
３教室増の８室を整備し，情報システム設備・機器の対応を可能とした。

⑥ 本学の教育課程には，約３，０００科目の授業科目の開設があり，そのうち２０名
以下の少人数科目が６０％あり，学生指導と合わせて効率的な授業運営の提案を行っ
ている。

⑦ 本学の平成１７年度前期の「学生による授業アンケート」は，授業の８週目と１４
週目，さらには成績評価に際して教員の自己評価を求めるという，授業改善に即役立
てることを目的とした授業評価である。この８週目のアンケートの結果は，教員を通
して１０週目には学生に伝えられるというものである。この結果から教員は，さらな
る授業改善に取り組むものである。この結果は，報告としてＷｅｂ上に掲載し，教授
会で報告された。
また，外国語教育に関するシンポジウムを１２月８日に開催し，初修外国語に関す
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るアンケート調査の分析結果に基づく本学語学教育の提案等があった。平成１８年２
月２２日にはＦＤとして大学教育改善シンポジウムを開催した。

⑧ 教育創造センター研究員が教育改革に関連するフォーラム及び研究集会に参加し，
他大学等の参考事例を提供し，今後の共同研究先等の情報収集を行っている。

（４）学生への支援に関する目標

① すでにホームページに掲載してある，学部と大学院の教務関係の情報の充実を図る
， 。とともに 平成１８年度に携帯メールによる休講情報の伝達ができるように整備した

また，パソコンによるノートテイクの普及を図った。
② 現在隔年に開講しているキャリア教育科目を毎年開講することを軸に検討を進めて
いる。

③ 従来から指導教員制度を実施しているが，これにオフィスアワー制度を平成１６年
度から導入しており，今後さらに内容の充実を検討する。１年生のオフィスアワー利
用率は，１３．８％である。これらの制度が学生からどのように認識され，活用され
ているのかは十分把握されていない。今後，学生の学習・生活支援によりよく寄与す
るよう改善を継続的に図っていく。

④ セクシュアル・ハラスメント防止等対策委員会のワーキングでの検討に引き続き，
新たに学術総務担当理事の下に「ハラスメントＷＧ 「男女共同参画ＷＧ」を立ち上」，
げ，男女共同参画委員会及びあらゆるハラスメントに対応するため「ハラスメント防
止等に関する規程」を制定し，平成１８年４月に施行する。

⑤ 学生相談室の相談員に院生を活用できるかどうかについては，継続審議中。
⑥ 企業就職については，これまでの支援体制をさらに強化するため，平成１７年度は
あらたに企業等就職相談員を配置し，２４日間の日程で就職についての様々な相談に
対応している。

， ， ，また 本学同窓会から就職支援の発展・拡充をするための寄附があり 今後公務員
民間企業，義務教育，高等学校ごとにきめ細かい指導を図ることとした。

⑦ 学生と職員を対象にＶＤＴ，石綿，メンタルヘルス等につき健康教育を実施した。
健康安全と環境保全を全学的協力のもとに推進する保健環境センターの設置を決定し
た。学校医委嘱を廃止し，家庭医から専門医療機関にわたるネットワークの構築を進
めた。

２．研究に関する目標
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標

① 特色ＧＰ，現代ＧＰに採択後，院生を含めた組織を整備し，より実践的な研究の取
組をしていること及び企業との共同研究による科学技術振興機構が公募する各種事業
への取組を行う。

② 系の廃止により，初等と中等の区別があいまいになっており，あらためて，理念に
ついて共通見解を構築していく必要がある。教材開発については，理科教育講座で，
学校での利用に資するブックレットを継続的に作成し，県下の学校に配布している。

③ 特色ＧＰ，現代ＧＰに採択された２つの取組について，その取組活動等を広く社会
に発信するためのフォーラムを開催する。フォーラムを開催することにより社会に取
組の内容を公表し・活用を図る。すくなからぬ教員が教育現場などで講演をおこなっ
たり，授業分析検討会に講師として参加している。また，自治体の審議会等のメンバ
ーとして，政策立案に研究成果を反映させている。年次報告書に社会貢献について記
載する欄を設け，積極的に社会貢献するよう働きかけている。
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（２）研究実施体制の整備に関する目標

① 附属センターの統合・再構成について，平成１８年度中の実施を目途として検討を
進めている。

② 理系機器等の大型設備については，理系機器共同利用センターにおいて教員，学生
の研究，教育活動のため機器の充実整備，有効な共同利用等について継続的に検討し
ていく。

３．その他の目標
（１）社会との連携・国際交流等に関する目標

① 平成１７年度の計画はないが，平成１６年度計画の継続・発展として以下のような
取り組みが実施された。
・ 昨年度に引き続き「ＫＯＲＥＡ教育文化交流」の継続事業の一環として，平
成１７年５月韓国・晋州教育大学校から教職員２名及び学生１０名が来日し，
教育文化交流を行うとともに本学大学祭にも参加した。

・ ５月にニューヨーク州立大学フレドニア校から 「日本語・日本文化短期研，
修プログラム （集中講義）による学生４名を２週間受け入れた。また，同時」
期に音楽関係者による教員３名及び学生１８名を受入れ，本学講堂においてミ
ュージカル」公演を行った。
・ ＪＩＣＡ（国際協力機構）による研修員を継続して受入れており，６月に集
団研修「産業技術教育Ⅱ ，１１月に国別研修「学校教育改善研修 ，平成１８」 」
年１月に国別研修「教育カリキュラム開発研修」を実施した。

・ フルブライトメモリアル基金による米国教育者２０名を，平成１７年１０月
に受け入れ，教員，学生との意見交換会を実施した。この基金による訪問者の
受け入れは，平成１５年から３年続けて受入れており，今後も国際交流の一環
として継続して実施していく。
・ ＪＩＣＡ（国際協力機構）による技術協力プロジェクトに積極的に参加し，
平成１７年度は「カンボジア国高校理数科教科書策定支援プロジェクト」を国
際コンサルタント会社と共同企業体を結成し，受託した。このプロジェクトは
平成１７年１１月から３ヵ年計画で行われる。
・ 平成１８年３月にドイツ・フライブルグ教育大学と学術交流協定を締結した。

本学からは，学長はじめ計４名が参加し，調印式の模様がフライブルグの新
聞に掲載された。今後，授業研究における相互研究，学生交換，協定校間のコ
ンソーシアム等の交流が計画されている。
・ 大学院外国人特別選抜における日本語能力試験等の活用について，関連委員
会で検討の結果，次年度募集から出願手続き（その他）の欄に「日本国内にお
ける勉学，学生生活等を考慮し，日本語能力試験を受けることが望ましい」と
表記することとした。

② 外国人留学生に対する入試情報を日本語及び英語で公開した。従来，日本語と一部
英語であった入試情報を整理し，愛知教育大学ホームページのトップページに「留学
希望の方へ(For Foreign Students)」の見出しを作成し 「愛知教育大学へ留学を希，

」 「 」，「 」，「 」，「 」，望する皆さんへ として 学部学生 大学院学生 大学院研究生 学部研究生
「科目等履修生」の学生募集要項等を日本語と英語で表記し，求める学生像を明確に
した。
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（２）附属学校に関する目標

① 教員養成課程における議論の方向性等を踏まえると共に，法人化による勤務体制の
見直しに対応して，さらに改善の検討を進める。

② 大学・附属学校共同研究会報告書(年報)の作成等について，集中・統合化を検討し
た。

③ 法人化に伴い，運営形態等を見直すなど，附属学校の独自性を踏まえると共に，少
子化の中で，より効果的な入学者選抜方法を検討した。

④ 平成１７年度，指定校制推薦選抜，公募制推薦選抜，附属連絡入学，一般選抜等に
ついて推薦及び学力試験により選抜を行った。

⑤ 手始めに「幼稚園教育－小学校低学年教育の連携のための施設設備教材の充実に関
する研究プロジェクト」の組織レベルの立ち上げについて，検討を行ってきた。
平成１８年度には，必要な経費の配付を受けて，幼・小の連携に係る具体的な事項

について，組織的な研究推進を目指すこととした。
⑥ 教員養成課程における議論の方向性等を踏まえ，学級生徒等定員数の見直しや地域
教育交流センターの活用を検討した。

⑦ 平成１６年度における予備的な検討を行い，一定の結論を得て，それに基づき，平
成１７年度校長候補者の推薦を実施した。
法人化による労基法等の環境条件下，愛知県・名古屋市との人事交流による教員身

分等の変化をも十分留意して，検討を進める。

Ⅱ．業務運営の改善及び効率化
１．運営体制の改善に関する実施状況

① 平成１６年度に設置した「役員部局長会議」を月２回のペースで開催し，役員会機
能の支援・充実と学長のリーダーシップ発揮に資した。また，各理事の下に学系学長
補佐，評議員である教員及び事務職員で構成する理事補佐会議を設置し，各理事の企
画立案実行体制を整え，役員会機能の充実を図った。

② 平成１７年４月～５月の学長任期満了に伴う意向投票において，従来の大学教員に
加え事務職員等も投票権を持ち，意向投票を実施した。また，平成１７年度も全学会
議を開催し，学内の課題について全学の合意形成を図った。

③ 文書決裁規程中の専決者の見直しを図り，決裁の簡素化を図った。
④ 平成１６年度に法人運営課を設置したことにより，役員間の意志疎通が図られたと
ともに各部局への指示が統一化され迅速に行われるようになった。平成１８年度に向
けて，一部事務組織の見直しを行い（キャリア支援課の設置など ，運営の合理化を）
図った。

⑤ 平成１７年度から監事の下に監事室を設置した。監事室長は，財務部長，室員に法
人運営課総務係長，財務課監査係長，人事課職員係長を配置し，監事の監査業務を補
佐するとともに業務運営の改善，効率化についての内部監査機能をもたせ実効性ある
システムを導入した。
平成１８年度は，独立した内部監査のための組織の整備を図ることとしている。

２．教育研究組織の見直しに関する目標

① 組織の編成・見直しは，大学改革推進委員会において，教員採用の増加に伴い教員
養成課程と学芸４課程の入学定員の見直しを行った。平成１８年度入学生から，教員
養成課程入学定員を６１３人とした。併せて，学芸４課程は，平成１９年度入学生か
ら適用できるよう課程等を見直し，４課程を一本化し，現代学芸課程に改組すること
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とした。
大学院の改革としては，新たに，小学校免許取得コースの設置（１９人入学）及び

６年一貫教員養成コースを設け，所属の学生２２人の選考を行った。また，本学に教
職大学院の設置を具体化して進めるため，約一年間の検討の結果，３月には愛知県教
育委員会，名古屋市教育委員会及び刈谷市教育委員会から委員として参画願い，教職
大学院設置準備委員会を設置した。

② 平成１８年度及び平成１９年度の教育研究組織の改組に伴い，学内における講座・
センター等課題整理を行った後，センターの統合を含め，優れた研究を創出できる体
制を検討することとした。

３．人事の適正化に関する目標

① 教員人事の弾力的システムとして，教員のサバティカル制度及び再雇用制度を導入
した。平成１８年度においては，サバティカル制度に２人，再雇用制度において４人
を採用することとした。
女性教員の採用については，平成１７年度の採用者８名中３名採用しており，女性の占め②

る割合も１４．９％から１６．０％と上昇し，国立大学協会の達成目標（平成２２年２０％）に一歩
近づいた。

③ 人事委員会教員評価・制度改革部会において，研究，教育，管理運営及び社会的活
動等に係る業績一覧を一部見直し，業績等点数化するなどの評価方法を，教授会に提
案し承認された。また業績一覧については平成１８年度から教授を含む全ての教員が
提出することとした。

④ 本学職員として，一定期間継続的に勤務した者に対し，国内外における長期研修を
保障するためのサバティカル制度を導入した。なお，導入初年度の平成１８年度は博
士論文の作成及び語学修得のために教員２名が６ヶ月間，職務関係資格取得のために
事務職員１名が１年間，それぞれ取得した。

⑤ 同一職種での異動対象勤務年数を３年から５年程度（会計関係担当者は引き続き３
年以内 ）に改めたところ，当該職務に熟知した職員が残り，課内での応援体制が充。
実したことにより時間外労働が減少した。また，新人等の教育にも貢献している。

⑥ 平成１７年度に本学が主催し実施した研修
・新採用者研修

対 象 新規採用者
参加人数 ４ 人
講 師 学 長 他
期 日 平成１７年４月７日

・企業倫理研修
対 象 課長以上
参加人数 １８ 人
講 師 遠 藤 司 郎 監事
期 日 平成１７年６月２３日

・所掌事務管理研修
対 象 事務職員
参加人数 ８０ 人
講 師 遠 藤 司 郎 監事
期 日 平成１７年８月４日

・業務改善研修
対 象 課長補佐・係長
参加人数 ２９ 人
講 師 豊田自動織機長草工場長 他
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期 日 平成１７年１１月２９日
・次世代育成支援行動計画研修

対 象 課長補佐以上
参加人数 ３１ 人
講 師 人 事 課 長
期 日 平成１８年３月６日

⑦ 事務職員の異動については，従前の異動希望調書の様式を変更し，専門知識・技術
及び過去の業務実績を記入させ，異動希望先での職務遂行に対する考え方，自己の能
力開発の目標も併せて記入させることにより，当該職員が能力を発揮できる人事異動
方式作りを構築した。

⑧ 平成１７年度に人事交流を行った機関
名古屋大学 受入 １名 出向者 １名
豊田工業高等専門学校 受入 ２名 出向者 ２名
自然科学研究機構 受入 １名 出向者 １名

合計 受入 ４名 出向者 ４名

⑨ 現行の給与制度を基に，夜間大学院担当，社会に対する貢献度，大学運営への貢献
等に対するインセンティブを付与するため，勤勉手当支給における新たなシステムを
構築した。

⑩ 人件費割合が国立大学中第２であることを真剣に受け止め，教員補充を抑えるなど
の措置により，平成１６年度の８３％の人件費を約８０％に抑えることができた。し
かし，平成１８年度以降の刈谷市が地域手当支給１２％の対象地域となったことから
平成１８年度は更に厳しい状況に置かれるが，教職員の雇用の安定を第一に対策を講
じた。
大学教員については，全教員の３％に相当する８人の教員ポストを学長預かりとし

て，学長のリーダーシップの下に教員ポストを活用するシステムを作った。このポス
トの活用は，教職大学院に向けたポストとしての活用など、平成１８年度から実施予
定である。

⑪ 平成１７年度において，子育て支援行動計画を作成し，学内外に広報した。また，
男女共同参画推進にかかる基本理念・基本方針等を企画・立案するため男女共同参画委
員会規程の制定及びセクシュアル・ハラスメント以外にも大学特有のアカデミック又はパワー
等のハラスメントにも対応したハラスメント防止等に関する委員会の設置を含む規程を改正し
整備した。

⑫ 本学職員と学生の健康安全管理と環境保全のため 保健管理センターを改組し 保， ，「
健環境センター」を設置した。このセンターを中心に学生及び職員の健康安全，並び
に環境の保全を図ることとし，また，附属学校（園）における健康管理・安全衛生管
理の協力体制の充実を含めた効果的・効率的な業務処理の体制を構築した。さらに，
医療機関とのネットワークについて，保健環境センターから各医療機関に依頼するマ
ニュアルを作成し，急病等への対応ができるシステムを作った。

４．事務等の効率化・合理化に関する目標

① 事務職員で構成するＷＧにおいて，事務組織の見直しの検討を行い（ )内部監査体1
制の整備 （ ）施設等の財産管理の一元化 （ ）共済事務・給与支給事務の一元化，， ，2 3
（ ）学生厚生事務の一元化 （ ）就職支援事務の強化等を柱とした事務組織の見直4 5，
し・整備を行うこととした。大学独自予算により，学生支援と教務に関するサポート
体制を強化すると共に，学生の便をよくするため，講義棟に接した事務室を新築し，
学生支援課と教務課が一室で対応できるよう整備した。
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② 事務組織の見直しについて検討を進め，相互の事務分担について精査し，平成１８
年度以降の組織改革に生かす予定である。

③ 平成１７年度の事務体制の検討の中で，各課における所掌事務を事務の効率化・合
理化の観点から検討し，その結果，平成１８年度から共済事務及び給与支給事務は経
理課から人事課に，財産管理は財務課から施設課にそれぞれ担当を変更することとし
た。さらに，学生支援課，就職厚生課の所掌事務の見直しを行い，奨学金，授業料免
除等の厚生関係事務を学生支援課に移行することとした。

④ 非常勤講師宿舎，非常勤講師控室の管理を生活協同組合に，それぞれアウトソーシ
ングした。併せて，学外教育研修施設の管理等についても検討を行った。

⑤ 平成１８年度教務事務システムの更新を行うこととしており，それに併せて，大学
側から学生に対し，授業に関する連絡事項，支援に関する連絡，その他の情報を携帯
電話及びパソコンに発信できるシステムを構築することとした。また，平成１６年度
に導入した物品請求システムの対象を全教員に広げ，完全稼働を構築した。

Ⅲ．財務内容の改善
１．外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

① 研究資金の確保については，科学研究費等外部資金の獲得などにより対応すること
が重要であり，平成１７年度においては，科学研究費補助金申請者で採択されなかっ
た研究代表者に対して，一定額の教育研究費を支給した。また，科学研究費補助金説
明会の開催など教員の便宜を図った。平成１８年度は，これまでの対応を踏まえ，一
層の応募率・採択率の向上を目指し，様々な取組を行う。

② 平成１７年度においても平成１６年度版年次報告書を作成し，ホームページに掲載
した。報告書の中には，教員の教育研究活動として，現在，研究しているテーマ等が
掲載しており，外部資金獲得等のためにも社会に公表している。

③ 平成１７年度から，公開講座の申し込み方法について，従来の書留送付による受付
のみから メール，電話，ＦＡＸによる受付を可能とし，また，受講料の支払い方E
法を現金書留による方法から郵便局への振込みに変更して参加者への便宜を図った。
○公開講座実施状況

平成１６年度 ３３講座 ４８６名参加 ３，５２０千円の収入
平成１７年度 ３３講座 ５３４名参加 ３，５８３千円の収入

２．経費の抑制に関する目標

① 平成１６年度は，井ヶ谷団地に電気メーターの設置。平成１７年度においては，附
属名古屋・岡崎の両団地に電気メーターの設置及び，全団地に水道メーターの設置を
行い，全ての団地に建物毎の電気・水道メーターの設置が完了した。今後は建物毎の

， 。 ， ，データーを把握・評価し 省エネ対策を行う また 既存施設の有効利用については
第二人文棟及び演習室棟の一部を改修し，特色ＧＰ及び現代ＧＰの研究室（約１３０
㎡）として有効活用を図った。平成１７年度に「学生支援センター（仮称 」が完成）
したことに伴い，平成１８年度には，教務課等の学生関係事務を移行し，本部棟の有
効活用を図る。
省エネキャンペーン（教職員の夏の一斉休暇等）の結果，平成１７年度の光熱水費

， ， ． （ ） ，については 平成１６年度に比べ 電気使用量は１ ０％ 約５万ｋｗｈ減 の節電
水道使用量は４．６％（９千ｍ3減）の節水であった。なお，ガス使用量は，第一共
通棟の改修に併せ実施した快適な教育・環境作りの一環としての全教室ガス空調機設
置により増加（対前年度３．５％）したが，反面，従来のボイラー暖房による重油購
入量が前年度に比べ９．７％（２６ＫＬ減）の節約となった。電話料については，平
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成１７年３月に導入し，同４月から使用を開始したＩＰ電話回線により，３％の節約
を図った。平成１８年度の各種保全・保守業務契約については，複数年契約を行い，
平成１７年度に比べ約５％の経費の削減を図った。また，第一共通棟の電気改修工事
で，使用しなくなった照明器具（省エネ型）を自然科学棟等に再利用を行い，維持保
全経費の削減を図った。今後の省エネについては，外灯照明器具の改善，照明用人感
センサーの設置，省エネ衛生器具の使用，便所の擬音装置の導入等を行い，経費の削
減を図る。

② 物品リユース（再利用）
平成１７年度から毎月，学内チームウェアによる情報提供（現況写真も添付）をし

ているなか，平成１７年度１８件の申請があり，うち９件が再利用に供されるなど経
費節減を図った。

③ 共同利用物品の集中管理体制の整備
大学の共同利用に供する理系機器は，理系機器共同利用センターにおいて集中管理
されており 「理系共用機器利用に関する取扱要項」に基づき利用に供されている。，
また，講座を跨って利用可能な物品についても，学内チームウェアに情報提供して

おり，経費節減を図った。
※ 不用決定物品（返納物品）については安易に廃棄することなく，売払いでき
るものは売り払うなど，自己収入の確保に努めた結果，今年度５件の売り払い
ができた。

④ 業務の合理化・効率化，重複事務の点検，アウトソーシング等の，１２月末現在の
実績及び今後の計画について，学術総務担当理事名で各課長に照会した。その取りま
とめの結果を参考に，同理事補佐会議において，一層の管理的経費抑制のための対策
を検討し具体化する。

３．資産の運用管理の改善に関する目標

，「 」① 施設及び設備等の事前点検を定期的に実施するため キャンパスレンジャーの日
を設定し，建築・電気・設備の各担当者による毎月１回の点検見直しを行った。その
結果，平成１７年度は，内外装材の劣化（アスベストが含まれているＰタイルの修繕
等含む ，照明器具，電気設備，電話設備，空調設備及び給排水設備等の修繕工事を）
行い，既存施設等の改善を行った。また，吹き付けロックウール等に含まれているア
スベストについては，全ての建物の調査を行い，飛散する恐れのある吹き付けロック
ウールについては，平成１７年度中に処理を行った （緊急修繕）。
新たにテニスコート（ハードコート）の使用料を設定し，平成１８年度から開放を

行うこととした。その他開放しているもの（陸上競技場，野球場，運動場土面）につ
いても，料金を見直しその拡大に努めることとした。
平成１７年度に改修した第一共通棟の講義室は，管理要員の確保された組織的な利

用（試験・企業研修等）に対して開放を行うこととした。さらに，既設施設設備は，
有効利用のためにも定期的に点検をした。

② 経営的視点による保有施設の地域開放（例）
<施設利用条件>
学術，文化，教養，スポーツの向上に資すると認められる場合
陸上競技場（２，６００円）
野 球 場（１，３００円）
運動場土面（６００円）
テニス（ハードコート （１，４００円））

※ １時間当たりの使用料（光熱水料及び消費税含む）
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Ⅳ．自己点検・評価及び情報提供
１．評価の充実に関する目標

① 学内に「愛知教育大学評価委員会」を設置するとともに，自己点検・評価，中期目
。 ，標・中期計画に関する事項等を円滑に行うための関連規程を整備した 教育研究活動

管理運営組織の状況などを年次報告書に取りまとめ，広く学内外に公表するためホー
ムページに掲載した。

② 学内に設置した「愛知教育大学評価委員会」において，点検評価結果による改善等
についても検討することとした。具体的な改善方法等のシステムについては，今後，
委員会の下の専門委員会において検討することとした。

③ 授業改善の一環として，教育創造センター主催による「学生による授業アンケート
調査 「ＦＤ語学教育シンポジウム」及び「ＦＤ授業改善と学習支援」を開催した。」，

２．情報公開等の推進に関する目標

① 対外広報誌（キャンパス ナウ ，学内広報誌（ＡＵＥ ＮＥＷＳ ＬＥＴＴＥＲ）
Ｓ，認証評価ニュース）の発行，定例の教育研究評議会の翌日には，新聞各社や地元
ケーブルテレビなどによる記者懇談会を持ち，積極的な広報活動を行った。

② 「特色ＧＰミニシンポジウム （理科離れ実相シンポジウム－小学校理科現場の実」
情からみえるもの （訪問科学実験シンポジウム）及び「特色ＧＰ・現代ＧＰフォー），
ラム （学生が地域と共に学び育つ創造に向けて）を開催，学術研究の成果を広く市」
民に還元した。さらに，３３の公開講座を開催した。

③ 平成１８年３月に冊子体の「学校教育支援データベース」をＶｅｒ．５に改訂し，
県内を中心に教育現場に配布すると共に，大学ホームページに掲載した。

④ 前年度と同様，３回の情報システム委員会において，情報セキュリティポリシーの
策定方法等について検討を行った。

Ⅴ．その他の業務運営に関する重要事項
１．施設整備の整備・活用等に関する目標

① 快適な教育・環境作りのため，学内予算による環境整備特別経費（授業料収入の約
３％）の予算を確保し 「環境の改善 「建物の改善 「バリアフリー」の３本の柱， 」， 」，
を立て，重点的に実施した。平成１７年度では，老朽化が著しく特に学生からの要望
の高かった，通学用バス停の改修を含め，野球場の改修，洋弓場の改修，駐輪場の設
置，福利施設の便所改修，附属名古屋中学校のスロープの設置，屋上防水の改修，植
栽の剪定等を実施した。その他，特に，第一共通棟の老朽改修に併せ，リフレッシュ
ルームの増築，学生支援センターの増築等，学生のための快適な環境を確保した。ま
た，平成１８年度からは，大学内の道路及び駐車場等の維持管理費を，車両入構者に
負担を求め，その収入により環境関係の整備を図ることとした。

② 施設の適切な維持管理と予防的修繕を行うために，各建物等を点検・評価し，内・
外装，屋上防水，電気設備及び機械設備の改善計画を策定のうえ，年次計画により予
防改善を行っている。平成１７年度においては，第一福利施設等の屋上防水改修，附
属名古屋小学校のボイラー用煙突改修，幼稚園舎・附属図書館の空調改修，第一福利
施設周辺の排水管改修等を実施し，施設・設備の機能保全を図った。

③ 建物の耐震補強については，全ての耐震診断の調査が完了しており，年次計画を基
に平成１７年度は，第一共通棟（Ｒ３・５，５００㎡）の耐震補強及び老朽改善を実
施した。大学全体として耐震補強が必要な建物は，平成１８年度において附属図書館
の実施予定を含め，３３棟保有（４棟補強済み）しており，国立大学全体の耐震化率
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が４６％であるのに対し，本学のある刈谷市が，東海地震強化地域に指定されている
にもかかわらず，１６％とかなり低い状況にある。特に７つの附属学校園は，一部を
除きほとんどが耐震補強はされておらず，大きな問題となっている。大学の自己資金
による整備について最大限の努力をしつつ，施設費補助金での整備をお願いし，一日
でも早く安全で安心な教育研究環境の確保を図りたい。

④ 平成１７年度で実施した第一共通棟の改修工事では，共通スペースとして，自習室
（約１８０㎡）及びリフレッシュルーム（約１８０㎡）を設置し，学生のための快適

。 ， （ ） ，な教育環境を確保した また 特色ＧＰ及び現代ＧＰの研究室 約１３０㎡ として
第二人文棟及び演習室棟の一部を改修し，有効活用を図った。平成１７年度の講座共
通スペースは，約９００㎡を確保し，教育研究等に有効活用を図った。

⑤ 大学及び附属学校等全ての建物について，防水，劣化状況等の点検結果及び年次計
画に基づき，平成１７年度は，屋上防水の改善として，第一福利施設，美術第二実習
棟，附属岡崎小学校校舎等を実施し，機能の改善を図った。また，電気・機械設備に
ついても，設備配管，設備機器等の更新計画に基づき，幼稚園舎及び附属図書館の空
調設備更新，第一福利施設周辺の排水管改修，陸上競技場周辺の排水管改修，附属岡
崎中学校プール濾過装置更新等，計画的に機能回復を図った。

２．安全管理と環境保全に関する目標

① 安全衛生委員会に「健康安全・環境保全センター（仮称 」設置に向けてＷＧを置）
き検討した。ＷＧは環境分野，健康分野の２分野に分け，各分野に係る業務の洗い出
し，センターが責任を持つ所掌業務，各部門が責任を持つ所掌業務，センター設置に
より期待される効果，事務部門との関わり等２０数回のＷＧを開催し，平成１８年度
に「保健環境センター」が発足することとなった。

② 年次別耐震補強計画に基づき，文部科学省に概算要求していた施設整備のうち附属
， 。図書館の耐震補強改修が補正予算で認められ 平成１８年度に改修を行うこととした

まだ残っている既存の建物の耐震改修は緊急の課題であるので，引き続き施設改修
費を要求していく。
「地震防災ハンドブック」を，学内各建物の危険施設・設備及び避難経路をより詳

， 。 ， ，細に明示した増補改訂版として発行し 全学生・職員に配布した また １１月には
職員・学生・生協職員の参加を得て総合防災防火訓練を実施した。訓練では，東海地
震注意情報発表による学生の早期帰宅・学内グラウンドへの避難誘導訓練及び地震発
生による防災・防火訓練を行った。このほか部分訓練としての消火器実地訓練，防災
ビデオ視聴による意識啓発などを実施した。
さらに，休日及び夜間における東海地震等大規模地震に関する情報発表又は地震が

， 。発生した場合の職員の非常参集要領を定め ３区分の参集体制及び連絡網を整備した
③ 地震防災対策強化地域における児童・生徒の安全対策のため，附属学校老朽化建物

， 。の耐震工事について最優先事項として位置付け 前年度に引き続き概算要求を行った
「 」 ， ， ，各附属学校の 安全マニュアル について 人事異動 周辺環境の変化等に対応し

更なる点検と見直しの整備を行った。
主に附属学校教員を対象として，外部講師を招聘し，講演と質疑応答形式の「附属

学校における安全対策に関する研修会」を開催し，新しい情報の収集と安全管理に関
する意識向上を図った。
岡崎地区において，大学情報処理センターの技術的支援を受け，児童，生徒保護者

の携帯電話利用による「緊急情報の一斉配信システム」を構築・実用化を行った。名
古屋地区においても，情報処理関係会社との契約に基づき，同種の配信システムの導
入を図った。
愛知県教育委員会による安全管理システム「学校安全緊急情報共有化広域ネットワ

ーク」構築準備に加わることとなった （訓練実施は平成１８年度）。
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， ，” ” 。個々の附属学校において 避難訓練を初め さすまた 使用訓練等々を実施した

Ⅵ．予算（人件費見積含む ，収支計画及び資金計画。）

※予算額については，年度計画において公表している予算額となっています。

１．予算
（単位：百万円）

区 分 予算額 決算額 差 額
（ ）決算－予算

収入
5,058 5,058 0運営費交付金

565 565 0施設整備費補助金
0 31 31補助金等収入

35 35 0国立大学財務 経営 施設費交付金・ センター

2,572 2,862 290自己収入
2,530 2,817 287授業料収入，入学料及び検定料収入

42 45 3雑収入
61 91 30産学連携等研究収入及び寄附金収入等
0 80 80目的積立金取崩

8,291 8,722 431計

支出
6,006 6,050 44業務費
6,006 6,050 44教育研究経費
1,624 1,436 188一般管理費 △

600 600 0施設整備費
0 31 31補助金等

61 87 26産学連携等研究経費及び寄附金事業費等
8,291 8,204 87計 △

２．人件費
（単位：百万円）

区 分 予算額 決算額 差 額
（ ）決算－予算

5,957 5,749 208人件費（退職手当は除く） △

※学内予算の人件費は，実際の雇用計画変更等に基づき減額変更しています。
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３．収支計画
（単位：百万円）

区 分 予算額 決算額 差 額
（ ）決算－予算

費用の部
7,700 7,604 96経常費用 △
7,289 7,286 3業務費 △

870 1,130 260教育研究経費
21 42 21受託研究経費等
79 68 11役員人件費 △

4,854 4,710 144教員人件費 △
1,465 1,336 129職員人件費 △

325 231 94一般管理費 △
0 3 3財務費用

86 84 2減価償却費 △
0 0 0臨時損失

収益の部
7,700 7,760 60経常収益
5,039 4,992 47運営費交付金収益 △
2,079 2,120 41授業料収益

318 328 10入学金収益
77 83 6検定料収益
0 31 31補助金等収益

21 53 32受託研究等収益
38 21 17寄附金収益 △
0 79 79施設費収益
0 0 0財務収益

42 39 3雑益 △
86 13 73資産見返運営費交付金等戻入 △
0 1 1資産見返寄附金戻入
0 0 0資産見返物品受贈額戻入
0 0 0臨時利益
0 156 156純利益
0 10 10目的積立金取崩益
0 166 166総利益

※学内予算の人件費は，実際の雇用計画変更等に基づき減額変更しています。
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４．資金計画
（単位：百万円）

区 分 予算額 決算額 差 額
（ ）決算－予算

8,463 9,559 1,096資金支出
7,614 7,578 36業務活動による支出 △

677 680 3投資活動による支出
0 76 76財務活動による支出

172 1,225 1,053翌年度への繰越金

8,463 9,559 1,096資金収入
7,691 8,226 535業務活動による収入
5,058 5,058 0運営費交付金による収入
2,530 2,821 291授業料・入学金及び検定料による収入

21 39 18受託研究等収入
0 31 31補助金等収入

40 38 2寄附金収入 △
42 239 197その他の収入

600 602 2投資活動による収入
600 600 0施設費による収入

0 2 2その他の収入
0 0 0財務活動による収入

172 731 559前年度よりの繰越金

Ⅶ．短期借入金の限度額

該当なし

Ⅷ．重要財産を譲渡し，又は担保に供する計画

該当なし

Ⅸ．剰余金の使途

教育環境整備等積立金として２４４，６５８千円が文部科学大臣より承認され，うち
７９，８７１千円を校舎新営及び校舎改修に伴う教育環境整備のための費用として支出
した。

Ⅹ．その他
１．施設・整備に関する状況

施設整備費補助金として今年度は５６５，５２０千円，国立大学財務・経営センター
施設費交付金３５，０００千円が交付され，校舎改修及び小規模改修工事を行った。
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２．人事に関する状況

① 教育・研究・管理運営・社会貢献に関わる活動について，教員評価システムの見直
しを行った。

② 各課代表１名以上で構成する職員を株式会社豊田自動織機に派遣し，命令系統，作
業効率の実態等の研修を実施した。

③ 近隣との人事交流を行い，事務業務の活性化を実施した。

３．運営費交付金債務及び当期振替額の明細
（１）運営費交付金債務の増減額の明細

（単位：百万円）

当期振替額
交付金当

交付年度 期首残高 期交付金 運営費交 資産見返 資本 期末残高
付金収益 運営費交 剰余金 小計

付金

51 0 51 0 0 51 0１６年度

0 5,058 4,940 2 0 4,943 114１７年度

（２）運営費交付金債務の当期振替額の明細
①平成１６年度交付分

（単位：百万円）

区 分 金 額 内 訳

0成果進行基 運営費交付
準による振 金収益
替額

0資産見返運
営費交付金

0資本剰余金

0計

0期間進行基 運営費交付
準による振 金収益
替額

0資産見返運
営費交付金

0資本剰余金

0計
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費用進行基 運営費交付 ①費用進行基準を採用した事業等：退職手当51
準による振 金収益 ②当該業務に係る損益等
替額 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：５１

資産見返運 (人件費：５１)0
営費交付金 ③運営費交付金の振替額の積算根拠

業務進行に伴い支出した運営費交付金債務
資本剰余金 ５１百万円を収益化。0

51計

国立大学法
人会計基準 該当なし0
第 第３77
項による振
替額

51合計

②平成１７年度交付分
（単位：百万円）

区 分 金 額 内 訳

成果進行基 運営費交付 ①成果進行基準を採用した事業等： 大学における9 「
」 ， ，準による振 金収益 主体的な学び の教育を推進し 教員養成を主軸に

替額 大学院改革を含む大学教育創造に向けた総合的取組
資産見返運 み，国費留学生支援事業2
営費交付金 ②当該業務に関する損益等

ｱ)損益計算書に計上した費用の額：９
資本剰余金 (教育経費：９)0

ｲ)固定資産の取得額：教育用機器 ２
計 ③運営費交付金収益化額の積算根拠11

「大学における主体的な学び」の教育を推進し，
教員養成を主軸に，大学院改革を含む大学教育創造
に向けた総合的取組みについては，本学の運営費交
付金の収益化基準（成果進行基準の取扱い）に基づ
き，計画に対する当該業務に係る運営費交付金債務
のうち平成１７年度に係る費用相当額８百万円を収
益化（固定資産取得分を除く 。）
国費留学生支援事業については、予定した在籍者
数に達したため，０．５百万円全額を収益化。

期間進行基 運営費交付 ①期間進行基準を採用した事業等：成果進行基準及4,594
準による振 金収益 び費用進行基準を採用した業務以外の全ての業務
替額 ②当該業務に関する損益等

資産見返運 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：４，５９４0
営費交付金 (人件費：４，５９４)

③運営費交付金の振替額の積算根拠
資本剰余金 学生収容定員が一定数（ ％）を満たしていた0 85
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ため，期間進行業務に係る運営費交付金債務を全額
計 収益化。4,594

費用進行基 運営費交付 ①費用進行基準を採用した事業等：退職手当，学校336
準による振 金収益 共済掛金，障害学生特別支援事業，移転費
替額 ②当該業務に係る損益等

資産見返運 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：３３６0
営費交付金 (人件費：３３２ ，教育経費：４)

③運営費交付金の振替額の積算根拠
資本剰余金 業務進行に伴い支出した運営費交付金債務0

３３６百万円を収益化。
336計

国立大学法
人会計基準 該当なし0
第 第３77
項による振
替額

4,943合計

（３）運営費交付金債務残高の明細
（単位：百万円）

交付年度 運営費交付金債務残高 残高の発生理由及び収益化等の計画

１７年度 成果進行基 「大学における主体的な学び」の教育を推進し，教
準を採用し 員養成を主軸に，大学院改革を含む大学教育創造に
た業務に係 向けた総合的取組み5
る分 ・ 大学における主体的な学び」の教育を推進し，「

教員養成を主軸に，大学院改革を含む大学教育創造
に向けた総合的取組みについて、シラバスのデータ
ベース化及び共通棟耐震工事による授業評価の準備
の大幅な遅れ等の理由から、平成１７年度に係る費
用相当額を除いた額を債務として翌事業年度に繰越
したもの。
・ 大学における主体的な学び」の教育を推進し，「
教員養成を主軸に，大学院改革を含む大学教育創造
に向けた総合的取組みについては，翌事業年度にお
いて計画どおりの成果を達成できる見込であり，当
該債務は，翌事業年度で収益化する予定である。

期間進行基
準を採用し 該当なし0
た業務に係
る分

費用進行基 退職手当
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準を採用し ・退職手当の執行残であり，翌事業年度以降に使用109
た業務に係 する予定。
る分

114計

ⅩⅠ．関連会社及び関連公益法人等
１．特定関連会社

特定関連会社名 代表者名

該当なし

２．関連会社

関連会社名 代表者名

該当なし

３．関連公益法人等

関連公益法人等名 代表者名

該当なし


